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鳩
山
内
閣
を
支
え
る
官
僚
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
が
代
表
を
務
め
る
民
主
党
は
、
野
党
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
殊
更
に
国
民
の
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
煽
る
手
法

で
激
し
い
「
官
僚
叩
き
」
を
行
っ
て
き
た
。
政
権
に
就
い
た
現
在
も
、
政
務
三
役
主
導
で
組
替
え
を
行
っ
た
は
ず
の
来
年
度
予

算
概
算
要
求
に
係
る
事
業
仕
分
け
に
お
い
て
は
、
責
任
者
で
あ
る
政
務
三
役
が
要
求
し
た
予
算
項
目
の
必
要
性
を
説
明
す
る

「
説
明
者
」
の
役
割
は
官
僚
に
押
し
付
け
て
仕
分
け
人
（
評
価
者
）
が
官
僚
を
叩
く
様
を
傍
観
し
た
り
、
国
家
公
務
員
宿
舎
建

設
計
画
の
見
直
し
を
評
決
さ
せ
る
な
ど
、
「
国
民
の
支
持
率
を
上
げ
る
た
め
に
官
僚
を
叩
く
」
と
い
う
基
本
姿
勢
に
は
変
化
が

な
い
。

官
僚
は
、
鳩
山
内
閣
が
目
指
す
政
策
を
実
現
す
る
た
め
の
重
要
な
人
的
資
源
で
あ
り
、
そ
の
専
門
知
識
や
実
務
能
力
を
活
用

す
る
こ
と
は
勿
論
、
時
に
は
政
策
の
企
画
立
案
に
お
い
て
も
、
彼
ら
の
実
務
経
験
や
国
内
外
で
の
勤
務
経
験
に
基
づ
い
た
知
恵

を
活
用
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
脱
・
官
僚
主
義
」
「
政
治
主
導
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
聞
こ
え
は
い
い
も
の
の
、
如
何
に
大
臣
、
副
大
臣
、
大
臣

政
務
官
が
優
秀
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
だ
け
で
行
政
運
営
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
官
僚
の
し
っ
か
り
と
し
た
下
支
え
が

あ
っ
て
こ
そ
、
政
務
三
役
が
立
派
に
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一



昨
今
で
は
、
多
く
の
官
僚
が
、
鳩
山
内
閣
発
足
後
は
「
閉
塞
感
が
あ
る
」
と
感
じ
て
い
る
旨
を
語
っ
て
お
り
、
士
気
の
低
下

も
著
し
い
こ
と
を
実
感
す
る
。
ま
た
、
国
際
交
渉
等
の
現
場
で
日
本
の
官
僚
の
優
秀
さ
を
恐
れ
て
い
た
海
外
の
官
僚
が
、
日
本

の
現
状
を
喜
ん
で
い
る
と
い
う
報
道
も
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
霞
ヶ
関
か
ら
の
人
材
流
出
は
避
け
ら
れ
ず
、
優
秀
な
新
規
人
材
も
集
ま
ら
な
く
な
る
の
は
必
定
で
あ
る
。

右
の
点
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

官
僚
の
残
業
等
に
つ
い
て

�

鳩
山
内
閣
は
、
「
脱
・
官
僚
主
義
」
「
政
治
主
導
」
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、
私
が
今
国
会
に
提
出
し
た
、
「
官
僚
に
よ

る
首
相
答
弁
資
料
作
成
と
鳩
山
政
権
の
『
脱
・
官
僚
依
存
』
の
考
え
方
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
に
お

い
て
は
、
「
官
僚
に
よ
る
国
会
答
弁
資
料
作
成
を
認
め
る
」
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
。
民
主
党
が
野
党
で
あ
っ
た
折
に
は
、

原
口
総
務
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
民
主
党
議
員
が
「
大
臣
の
答
弁
資
料
を
官
僚
が
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
の
残

業
が
発
生
し
て
い
る
」
と
い
う
問
題
点
を
批
判
し
て
い
た
が
、
鳩
山
内
閣
で
は
、
多
く
の
官
僚
に
深
夜
に
至
る
ま
で
の
残

業
を
強
い
る
現
状
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
う
。

�

国
会
審
議
前
日
の
「
質
問
取
り
」
や
「
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
作
成
」
に
つ
い
て
も
、
鳩
山
内
閣
は
官
僚
に

二



頼
っ
て
お
り
、
「
脱
・
官
僚
主
義
」
と
は
程
遠
い
現
状
で
あ
る
。
「
脱
・
官
僚
主
義
」
と
と
も
に
、
「
政
治
家
同
士
の
国

会
討
論
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
何
故
、
「
質
問
取
り
」
や
「
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
作
成
」
を
政

務
三
役
の
仕
事
と
し
て
い
な
い
の
か
、
理
由
を
伺
う
。

�

私
が
閣
僚
を
務
め
て
い
た
時
に
は
、
現
在
は
閣
内
に
お
ら
れ
る
民
主
党
議
員
か
ら
、
夜
間
に
な
っ
て
か
ら
翌
日
を
提
出

期
限
と
す
る
大
量
の
資
料
請
求
が
な
さ
れ
た
り
、
深
夜
に
な
っ
て
か
ら
翌
日
の
質
問
通
告
を
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
度
々

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
、
官
僚
た
ち
が
、
深
夜
や
翌
朝
ま
で
の
残
業
を
強
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て

い
る
。
政
権
に
就
か
れ
た
現
在
、
野
党
だ
っ
た
時
期
の
民
主
党
議
員
の
こ
れ
ら
の
行
為
は
不
適
切
な
も
の
だ
っ
た
と
考
え

る
か
。

�

民
主
党
が
野
党
だ
っ
た
当
時
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
が
、
い
わ
ゆ
る
「
居
酒
屋
タ
ク
シ
ー
問
題
」
を
取
り
上
げ
、
各
省

庁
で
は
、
タ
ク
シ
ー
券
の
使
用
を
禁
止
・
制
限
す
る
な
ど
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
は
、
自
ら
が
府
省

に
対
し
て
行
っ
た
膨
大
な
資
料
要
求
に
よ
っ
て
、
最
終
電
車
に
間
に
合
わ
な
い
時
間
帯
ま
で
官
僚
が
残
業
を
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
と
は
考
え
な
い
か
。
ま
た
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
の
親
族
に
、
当
時
、
各
府
省
の
利
用
対
象
外
で
あ
っ
た
タ
ク

シ
ー
運
転
者
が
お
ら
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
伺
う
。

三



�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
官
僚
の
残
業
を
減
ら
す
べ
き
だ
と
考
え
る
か
。

�

官
僚
の
残
業
を
減
ら
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
そ
の
た
め
に
、
与
野
党
の
国
会
議
員
が
各
府
省
に
対
し
て
行
う
資
料
請
求

や
、
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
、
配
慮
し
て
欲
し
い
と
考
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

�

官
僚
の
残
業
を
減
ら
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
そ
の
た
め
に
、
政
務
三
役
が
配
慮
す
べ
き
こ
と
は
何
か
。

二

国
家
公
務
員
宿
舎
に
つ
い
て

�

国
家
公
務
員
宿
舎
を
東
京
都
区
内
か
ら
郊
外
に
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
官
僚
が
や
む
を
得
な
い
残
業
に
よ
っ
て
帰

宅
に
タ
ク
シ
ー
を
使
用
す
る
場
合
の
運
賃
が
高
く
な
る
上
、
災
害
等
の
緊
急
時
に
お
け
る
実
務
的
対
応
に
遅
れ
が
出
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
国
家
公
務
員
宿
舎
は
東
京
都
区
内
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る

か
。
ま
た
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
の
事
業
仕
分
け
で
は
、
「
国
家
公
務
員
宿
舎
の
建
設
」
に
つ
い
て
「
見
直
し
」
の
結
論

が
出
た
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
事
業
仕
分
け
の
結
果
を
尊
重
す
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

仮
に
、
鳩
山
内
閣
が
国
家
公
務
員
宿
舎
の
建
設
を
見
直
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
と
す
る
と
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣

は
、
国
会
議
員
の
宿
舎
は
必
要
だ
と
考
え
る
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。

四



�

仮
に
、
国
会
議
員
の
宿
舎
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
事
業
仕
分
け
で
国
家
公
務
員
宿
舎
を
見
直
し
の
対
象
と

し
た
理
由
と
の
整
合
性
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

�

仮
に
、
国
会
議
員
の
宿
舎
は
必
要
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
に
議
員
宿
舎
に
入
居
さ
れ
て
い
る
政
権
与
党
の
多

数
の
国
会
議
員
に
対
し
て
は
、
退
去
を
依
頼
す
る
の
か
。
し
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

三

官
僚
の
存
在
意
義
に
つ
い
て

�

鳩
山
政
権
は
、
「
脱
・
官
僚
主
義
」
「
政
治
主
導
」
を
掲
げ
、
政
策
決
定
は
政
務
三
役
が
行
い
、
官
僚
は
、
政
務
三
役

が
行
っ
た
決
定
を
執
行
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
官
僚
は
、
単
に
「
執
行
事
務
を
行
う
べ
き
存

在
」
だ
と
考
え
て
い
る
か
。

�

前
問
に
つ
い
て
、
そ
う
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
官
僚
は
、
政
策
決
定
に
ど
の
程
度
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の

か
。
政
務
三
役
と
官
僚
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
答
弁
さ
れ
た
い
。

�

民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
「
国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
の
二
割
削
減
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
官
僚
に
と
っ
て

は
、
鳩
山
内
閣
の
閣
僚
等
の
国
会
答
弁
資
料
作
成
に
よ
り
長
時
間
残
業
を
強
い
ら
れ
る
一
方
、
政
策
決
定
に
は
参
画
で
き

ず
、
政
務
三
役
主
導
で
組
み
替
え
た
は
ず
の
来
年
度
予
算
概
算
要
求
に
係
る
事
業
仕
分
け
で
は
「
説
明
者
」
役
を
押
し
付

五



け
ら
れ
、
給
与
も
大
幅
に
減
額
さ
れ
、
公
務
員
宿
舎
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
私
は
、

鳩
山
内
閣
の
手
法
で
は
、
官
僚
の
人
材
流
出
や
良
い
人
材
が
集
ま
ら
な
く
な
る
懸
念
が
生
じ
る
と
考
え
る
が
、
鳩
山
内
閣

総
理
大
臣
の
見
解
を
伺
う
。

�

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
は
、
官
僚
の
士
気
を
高
め
、
優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

六


